
総
務
部
長
か
ら
示
さ
れ
た
最

終
回
答
で
は
「人
事
委
員
会
勧
告

の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
勧
告
ど

お
り
実
施
」
と
し
、
①
給
料
表
を

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
引
上

げ
、
②
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
初

任
給
調
整
手
当
の
支
給
月
額
の

限
度
引
上
げ
、
③
期
末
・
勤
勉
手

当
を
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

年
間
０
・
１
月
分
引
上
げ
、
年
間

４
・
５
月
分
に
改
定
、
そ
の
割
り

振
り
は
「期
末
手
当
」と
「
勤
勉
手

当
」
に
均
等
に
配
分
、
④
令
和
６

年
４
月
１
日
か
ら
、
在
宅
勤
務
等

手
当
を
新
設
、
同
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
通
勤

手
当
に
関
し
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
、
⑤
会
計
年
度
任
用
職
員
の

報
酬
及
び
期
末
手
当
は
、
常
勤

職
員
に
準
じ
令
和
５
年
４
月
１

日
か
ら
改
定
、
⑥
会
計
年
度
任

用
職
員
に
対
し
、
令
和
６
年
度
か

ら
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
と
の

回
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
間
、
府
労
組
連
が
強
く
追

及
し
て
い
た
非
常
勤
講
師
の
一
時

金
支
給
対
象
者
が
極
め
て
少
な

い
問
題
に
つ
い
て
は
「
課
題
と
し

て
認
識
し
て
お
り
、
他
府
県
の
事

例
な
ど
を
調
査
し
た
い
」
と
の
回

答
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
令
和
６
年
４
月
よ
り
▼

子
育
て
部
分
休
暇
の
対
象
と
な

る
子
を
小
学
校
６
年
生
ま
で
引

上
げ
、
▼
子
育
て
中
の
職
員
等
の

通
勤
手
当
の
認
定
基
準
緩
和
、

▼
管
外
出
張
等
に
伴
う
宿
泊
料

の
実
費
支
給
の
検
討
、
▼
育
児
・

介
護
・
転
職
等
に
よ
り
退
職
し
た

職
員
の
再
採
用
（
知
事
部
局
）
に

つ
い
て
も
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

職
場
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
切
実

な
要
求
か
ら
考
え
れ
ば
、
た
い
へ

ん
大
き
な
不
満
が
あ
る
回
答
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
間
の
府
労
組

連
の
要
求
を
一
部
前
進
さ
せ
る

こ
と
も
で
き
ま
し
た
。 

府
労
組
連
は
、
今
季
の
交
渉
の

到
達
点
を
確
認
し
、
い
っ
た
ん
闘

争
を
終
結
し
、
２
０
２
４
春
闘
で

の
大
幅
な
賃
上
げ
の
実
現
、
最
低

賃
金
の
引
上
げ
、
職
員
・
教
職
員

の
大
幅
増
員
・
欠
員
補
充
、
相
対

評
価
の
下
位
評
価
の
分
布
割
合

廃
止
な
ど
、
働
き
や
す
い
職
場
づ

く
り
を
め
ざ
し
て
取
り
組
み
ま

す
。 

 

引
き
続
き
、
全
て
の
労
働
者

の
賃
上
げ
を
め
ざ
す 

 

今
回
の
交
渉
で
、
府
労
組
連
は
、

府
人
勧
ど
お
り
の
５
０
０
円
引

上
げ
で
は
、
中
堅
・
ベ
テ
ラ
ン
職

員
の
生
活
改
善
に
つ
な
が
ら
ず
、

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
も
で
き

な
く
な
る
と
指
摘
し
、
引
上
げ
額

の
上
積
み
や
家
族
休
暇
、
リ
フ
レ

ッ
シ
ュ
休
暇
の
復
活
を
求
め
て
き

ま
し
た
が
、
府
当
局
は
要
求
に
応

え
ま
せ
ん
で
し
た
。 

私
た
ち
の
賃
金
は
民
間
労
働

者
の
賃
金
に
大
き
く
影
響
さ
れ

ま
す
。
大
幅
な
賃
上
げ
を
実
現
す

る
に
は
、
府
内
の
民
間
企
業
で
働

く
労
働
者
の
賃
上
げ
が
必
要
で

す
。
府
労
組
連
は
、
２
０
２
４
春

闘
で
の
大
幅
賃
上
げ
を
め
ざ
し
、

民
間
労
働
者
と
連
携
し
て
取
り

組
み
を
進
め
ま
す
。 

 欠
員
を
補
充
し
、
長
時
間
労

働
の
解
消
を 

 

こ
の
間
の
交
渉
で
は
、
職
員
・

教
職
員
の
長
時
間
労
働
が
解
消

す
る
ど
こ
ろ
か
深
刻
化
し
て
い
る

問
題
も
明
ら
か
に
な
り
、
職
員
・

教
職
員
の
増
員
は
も
と
よ
り
、
欠

員
の
補
充
、
「
前
倒
し
任
用
」の
拡

大
に
つ
い
て
強
く
求
め
ま
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
当
局
は
「
指
摘

の
点
は
受
け
止
め
る
。
臨
時
的
任

用
職
員
の
行
政
職
へ
の
拡
大
を
検

討
す
る
」
「
（
教
職
員
の
前
倒
し
任

用
は
）
国
の
通
知
を
踏
ま
え
て
検

討
す
る
」
な
ど
、
問
題
意
識
に
つ

い
て
は
共
有
す
る
も
の
の
具
体
的

な
方
策
を
示
す
に
は
至
り
ま
せ

ん
で
し
た
。 

あ
ら
た
め
て
、
職
員
・
教
職
員

の
増
員
、
長
時
間
労
働
の
解
消
を

め
ざ
し
て
取
り
組
み
を
進
め
ま

す
。 

 相
対
評
価
の
下
位
区
分
の

分
布
割
合
な
く
す
べ
き 

 

相
対
評
価
に
つ
い
て
は
、
大
阪

府
が
「
組
織
・
人
事
給
与
制
度
の

今
後
の
方
向
性
（
素
案
）」
を
公
表

し
、
下
位
区
分
を
５
％
に
す
る
と

し
て
い
る
点
に
つ
い
て
「
下
位
評

価
に
分
布
割
合
を
設
け
て
い
る
こ

と
自
体
が
問
題
で
あ
り
、
府
当
局

が
実
施
し
た
検
証
結
果
で
も
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、

下
位
評
価
の
分
布
割
合
を
な
く

す
よ
う
求
め
ま
し
た
。 

ま
た
、
こ
の
間
、
府
労
組
連
が

求
め
て
い
た
評
価
・
育
成
シ
ス
テ

ム
の
「
教
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
つ

い
て
は
、
「
予
算
の
確
保
な
ど
、
早

期
の
実
施
に
向
け
て
検
討
し
て
い

る
」と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

 子
育
て
支
援
や
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
向
上
に
つ
な
が
る
休

暇
制
度
の
拡
充
を 

 

休
暇
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て
は
、

非
常
勤
職
員
の
病
気
休
暇
・特
別

休
暇
の
有
給
化
、
家
族
休
暇
や
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
の
復
活
、
不
登

校
の
子
や
障
害
の
あ
る
子
を
養

育
す
る
職
員
が
取
得
で
き
る
休

暇
の
新
設
な
ど
を
求
め
ま
し
た

が
、
い
ず
れ
も
「
国
の
制
度
」
を
理

由
に
困
難
と
の
回
答
で
し
た
。
子

の
看
護
休
暇
の
取
得
要
件
や
対

象
の
拡
大
に
つ
い
て
は
「
国
の
動

向
を
注
視
す
る
」
と
の
回
答
が
示

さ
れ
ま
し
た
。 

引
き
続
き
、
休
暇
制
度
の
拡
充

を
め
ざ
し
て
取
り
組
み
を
進
め

ま
す
。 

こ
の
他
に
も
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
強

化
に
つ
い
て
は
「
府
労
組
連
の
意

見
も
聞
き
つ
つ
取
り
組
む
」
と
の

回
答
も
あ
り
ま
し
た
。 

労
働
組
合
な
し
に
賃
上
げ
、
労

働
条
件
改
善
、
働
き
や
す
い
職
場

づ
く
り
は
で
き
ま
せ
ん
。
労
働
組

合
の
力
を
高
め
る
た
め
に
も
、
一

人
で
も
多
く
の
人
の
加
入
が
必

要
で
す
。
未
加
入
の
方
は
、
ぜ
ひ
、

府
職
労
、
大
教
組
に
加
入
し
て
く

だ
さ
い
。 

１
１
月
９
日
、
総
務
部
長
は
、
府
労
組
連
（大
教
組
・府
職
労
）
に
対

し
、
「２
０
２
３
年
府
労
組
連
秋
季
要
求
書
」
に
か
か
る
最
終
回
答
を

行
い
ま
し
た
。
（
最
終
回
答
の
要
旨
と
府
労
組
連
の
態
度
は
裏
面
に

記
載
） 

  

 

府労組連ニュース ２０２３年

総務部長 最終回答 

今季闘争の到達点 

○府人事委員会勧告どおり実施 

【令和５年４月に遡って実施するもの】 

・給料表引上げ（行政職初任給：高卒１４，０００円、大卒１３，０００円、若

年層に重点を置きつつ引上げ、概ね３０歳台後半以降は一律５００円）  

・一時金（ボーナス）を年間０．１月分引上げ（年間４．５月）  

・会計年度任用職員の報酬と期末手当を常勤職員に準じて引上げ 

・医師及び歯科医師の初任給調整手当の支給月額の限度を２５１，７００

円に引上げ 

※差額支給の時期は、１１月府議会での条例議決後に示す 

【令和６年４月より実施するもの】 

・会計年度任用職員に勤勉手当支給 

・在宅勤務等手当の新設（通勤手当の所要の措置） 

○その他（いずれも令和６年４月より実施） 

・子育て部分休暇の対象となる子を小学校６年生まで拡大 

・子育て中の職員等の通勤手当の認定基準緩和 

・管外出張等に伴う宿泊料の実費支給を検討 

・育児・介護・転職等により退職した職員の再採用（知事部局） 

 

 



 

 

要求項目 回答要旨 態度（案） 

１．労使慣行遵守 
・経過を尊重し、双方の努力により築く。給与・勤務条件は、知事部局において検討を行ってい

る「組織・人事給与制度の今後の方向性（素案）」の取組みなども踏まえ、所要の協議。 
・遵守を求める 

２．職員・教職員の

賃金・諸手当改善、

非常勤職員の賃金・

待遇改善、再任用

職員の賃金・待遇改

善 

・月例給については、人勧どおり実施する。給料表は令和５年４月１日から引上げる。 

・医師及び歯科医師の初任給調整手当は令和５年４月１日から、支給月額の限度を２５１，７００

円に引上げる。 

・技能労務職給料表は、行政職給料表に準じた取扱いとし、その他も行政職給料表が適用さ

れる職員に準じる。 

・会計年度任用職員の報酬及び期末手当は、常勤職員に準じて、令和５年４月１日から改定す

る。 

・令和６年４月１日から在宅勤務等手当を新設し、同手当を支給される職員の通勤手当に関し

所要の措置を講ずる。 

・通勤手当について、子育て中の職員等の負担軽減を図るため、認定基準を緩和する。 

・宿泊料について、実費額で支給できるように検討する。 

・オンコール手当の新設は、検討したが現時点では難しい。国の動向を注視。 

・人勧実施については

受託。さらなる賃上げ

を求める 

・通勤手当の認定基準

の緩和については、対

象の拡大を求める 

・その他は交渉継続 

３．一時金の引上げ 

・期末勤勉手当を現行条例に基づき１２月８日に支給する。 

・令和５年４月１日から年間０．１月分を引上げ、年間４．５月分に改定し、その割振りは、「期末

手当」と「勤勉手当」に均等に配分する。 

・会計年度任用職員に対し、令和６年度から勤勉手当を支給する。 

・一時金の引上げ、非常

勤職員への勤勉手当は

受諾 

４．相対評価の中

止、「評価・育成シス

テム」廃止・撤回、評

価制度の賃金反映

撤回 

・人事評価の目的は、「職員の資質・能力及び執務意欲の向上」であり、令和６年度より見直し

を検討している。 

・「評価・育成システム」は、引き続きより良い制度となるよう今後も必要に応じて改善に取り組

む。教職員アンケートについて、予算の確保など早期の実施に向けて検討している。 

・交渉継続 

５．府職員・教職員

の定数増 

・知事部局については、必要に応じた人員配置に努め、適正な勤務労働条件の確保等に取り

組む。 

・教職員定数について、文部科学省では、令和６年度概算要求において、新しい時代の学びの

環境の整備に向けて、小学校高学年における教科担任制の強化と３５人学級の計画的整備等

を図るための予算が計上。引き続き、国へ定数改善を働きかける。 

・交渉継続 

６．異常な時間外勤

務の解消、労働時

間短縮 

・時間外勤務等の適正化、年次休暇の使用促進について、「ゆとりの日及び週間」の実施、「ゆ

とり推進月間」における様々な取り組み等を通じて、その実効性の確保に努めている。 

・在宅勤務や時差勤務は、十分に協議しながら進め、フレックスタイムについては、公務の運営

に支障がないと認める場合に、職員の申告を経て勤務時間を割振ることができるという制度

趣旨を徹底する。 

・交渉継続 

７．教職員の異常な

長時間・過密労働の

解消 

・各学校長、市町村教育委員会に対して指導しているところであり、勤務時間管理について

は、各学校長により適切に行われるものと認識。 

・令和５年４月からグループウエアを活用した校務運営の効率化の取組み及び週１回以上の全

校一斉定時退庁日を開始し、令和５年９月からデジタル採点の取組みを開始した。 

・今年度の夏季休業期間に、府立学校及び教員を対象に働き方改革の取組状況や基本的な

業務量を把握するためのアンケート調査を実施し、その結果を公表した。 

・交渉継続 

８．休暇等の制度拡

充 

・子育て部分休暇の対象となる子について、令和６年４月から小学校６年生まで引上げ。 

・知事部局における退職された職員の再採用について、令和６年度から育児、介護、転職等に

より退職した職員を対象とした採用選考を実施する。 

・職員が安心して休暇を取得できるよう臨時的任用職員制度の一般行政職等への拡充につい

て検討している。 

・子の看護休暇の取得要件や対象の拡大については国の動向を注視する。 

・子育て部分休暇につ

いては受諾 

・その他は交渉継続 

９．職場環境改善、

労働安全衛生対策 

・労働安全衛生対策は、その運営の充実に努めている。 

・快適な働きやすい職場環境づくりに努める。 

・ハラスメント対策は、重要な取り組み。府労組連の意見も聞きつつハラスメント防止に向けた

取組みを進めていきたい。 

・交渉継続 

10.咲洲庁舎撤退、

安全で快適な職場 
・職場環境の改善については、引き続き努力していく。 ・交渉継続 

11.福利厚生の拡

充 
・共済組合や互助会等と役割分担を図りながら対応。 ・交渉継続 

２０２３年秋季要求「最終回答」と府労組連の態度 


